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特定避難勧奨地点の設定に伴う利用者負担の取扱い等について 

 

 東日本大震災に伴う障害福祉サービス等の利用者負担等の取扱いについては、

「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震により被災した障害者等に対する

支給決定等について」（３月２４日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企

画課自立支援振興室ほか事務連絡）、「東日本大震災により被災した障害者等に係

る利用者負担の取扱いについて」（４月２８日付け厚生労働省社会・援護局障害保

健福祉部企画課自立支援振興室ほか事務連絡）及び「東日本大震災により被災し

た障害者等に係る利用者負担の取扱いについて」（５月３０日付け厚生労働省社

会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室ほか事務連絡）により、徴収の

猶予についてお示しするとともに、市町村又は都道府県の判断により、被災障害

者等の利用者負担の免除を行うことについて、特段の配慮をお願いしているとこ

ろです。 

このたび、新たに特定避難勧奨地点が設定されたことに伴い、利用者負担の徴

収猶予の対象者の範囲の拡大を行いましたので、管内市町村、障害福祉サービス

事業者等への周知をお願いいたします。 

併せて、避難所等で生活されている障害者（児）の皆様及び事業者の皆様向け

に作成したリーフレット(別添１及び別添２)につきましても、一部内容の変更を

行いましたので、管内市町村、障害福祉サービス事業者等への周知をお願いいた

します。 



記 

 

Ⅰ 障害福祉サービス等関係 

１．対象者について 

利用者が、特定避難勧奨地点（原子力災害対策特別措置法第１７条第８項の

規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が、事故発生後１年間の積

算線量が 20mSv を超えると推定されるとして特定した住居をいう。）に居住して

いるため、避難を行っている旨の申し立てを行った場合でも、徴収を猶予する

ことができるものとすること。 

 

２．サービス事業所等における介護給付費等の請求について 

  １に基づき猶予した場合は、利用者負担を含めて１０割を請求すること。 

 

Ⅱ 自立支援医療関係 

１. 一部負担金の免除等について 

別紙「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部

負担金等の取扱いについて（その９）（６月診療等分及び７月以降の診療等分

の取扱い）」（平成２３年６月２１日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡）等

により、医療保険における一部負担金等の取扱いが示されていること。なお、

今回の改正箇所は、対象者の要件に「特定避難勧奨地点（原子力災害対策特別

措置法第１７条第８項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長

が、事故発生後１年間の積算線量が 20mSv を超えると推定されるとして特定し

た住居をいう。）に居住しているため、避難を行っている旨」を申し立てた場

合も追加する、という部分である。 

 

２. 自立支援医療の取扱いについて 

 自立支援医療の取扱いについては、引き続き「東北地方太平洋沖地震による

被災者の公費負担医療の取扱いについて」（平成２３年３月１１日付け厚生労

働省健康局総務課等事務連絡）によること。 

※ 参 考 

東北地方太平洋沖地震による被災者の公費負担医療の取扱いについて（抜粋） 

自立支援医療受給者証を提示できない場合においても、医療機関において自

立支援医療受給者証の交付を受けている者であることを申し出、氏名、生年月

日及び住所を確認することにより、受診できるものとする。 



また、緊急の場合は、受診する指定自立支援医療と自立支援医療受給者証に

記載する指定自立支援医療機関の名称が異なる場合においても、事後的に支給

認定の変更を行うことで差し支えないものとし、さらに、指定自立支援医療機

関以外の医療機関でも受診できるものとする。 


